
奥州市：令和８年３月策定 

 

１．地域福祉計画とは 

 奥州市地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条の規定に基づき、市が

策定する行政計画です。 

 位置づけとしては、「奥州市総合計画」を上位計画とし、本市にお

ける地域福祉を推進するための施策展開の基本となるもので、地域福

祉推進の理念・基本方針を定めるとともに、地域住民、行政、関係団

体等が、それぞれの役割に基づいて取り組むべき地域福祉分野に関す

る活動の基本指針となるものです。 

 また、当該計画が地域福祉を推進する“行政計画”であるのに対し、

奥州市社会福祉協議会が策定する「奥州市地域福祉活動計画」は、市

民などが協働で事業推進を行うための“民間計画”として、双方連携

しながら地域福祉の推進を図るものです。 

 

２．計画期間 

第４期計画は、令和８年度から令和 12 年度までの５年間を計画期間

とします。 

なお、社会経済情勢や制度改正などを考慮し令和 10 年度に中間見直

しを行う予定です。 

３．計画策定の基本的考え方 

 今回の計画策定では、全市的にアンケートを実施することによって、

より広く市民の意見を取り入れた計画を策定することを目指しました。 

 また、令和３年３月 31 日に国から示された法改正後の「地域福祉計

画の策定ガイドライン」に示されている「市町村地域福祉計画に盛り

込むべき事項」を踏まえながら、他の行政計画との整合性を図りつつ、

様々な住民ニーズや生活課題に対応できる計画の策定を進めるものと

しました。 

 

４．計画策定における体制 

 本計画策定にあたっては、市民が主体的に参加することが不可欠で

あることから、市民各界各層からの意見及び提言を求めるとともに、

計画の進捗状況等について評価を行うため、「奥州市地域福祉推進市民

会議」委員を「奥州市地域福祉計画策定委員会」委員に委嘱して検討

を進めました。 

 また、会議運営については、奥州市社会福祉協議会が策定する「第

４次地域福祉活動計画」と連携を図ることを目的に、同協議会が設置

する「奥州福祉推進市民会議」と共同で開催しています。 

 

５．計画の基本理念と基本方針 

【基本理念】 

共に支え合う、健康で安心して暮らせるまちづくり 

この理念に基づき、住み慣れた地域で、年齢や性別、障がいの有無

にかかわらず、誰もが個性や尊厳を尊重されながら支え合える「地域

共生社会」を目指しています。 

地域福祉を推進するためには、住民、地域、関係機関・各種団体、

社会福祉協議会、行政などが、それぞれの役割を果たし、お互いに力

を合わせる必要があります。そのためには、「自助・互助・共助・公助」、

４つの視点が大切です。 

 

●自助：個人や家族でできることは自ら行う 

●互助：個人・家族だけでは解決できないことは地域の中の助け合いで解決を図る 

●共助：介護保険制度など制度化された相互扶助の仕組みを活用して解決を図る 

●公助：行政が行う公的扶助によって解決を図る 

 

 これらの４つの視点を地域の実情に合った形でバランスよく適切に

機能させ、住民、地域、関係機関・各種団体、社会福祉協議会、行政

などが連携を図り、地域福祉を推進していくためには、市や市社会福

祉協議会による連絡・調整の役割が重要です。 

また、少子高齢化の進行や財政状況などから「共助」や「公助」よ

りも「互助」や「自助」の拡充に視点が移りがちですが、行政の責任

を明確にする必要があります。 

 

【基本方針】 

１ 福祉で安心・安全な地域づくり 

 地域生活課題を地域住民等が自らの課題として地域全体の問題として

捉え、その課題を人と人、人と資源が世代や分野を超えて受け止められる

包括的な支援体制を整備し、住民が地域で安心して安全に暮らすことので

きる地域づくりを推進します。 

 

２ 福祉を支える組織づくり・人づくり 

 多様で複合的な地域生活課題に対応するためには、公的福祉サービスだ

けでは対応できない場合も考えられることから、民間事業による新規事業

の参入と制度の枠を超えた福祉サービスの担い手として、社会福祉法人に

よるニーズに応じた福祉サービスの提供を促進します。  

また、地域福祉を発展させるためには、率先して地域生活課題の解決に

向け取り組む担い手の確保と育成が必要であることから、福祉教育の充実、

生き生きと活動できる環境整備を推進しながら、住民の福祉的意識の醸成

や地域福祉を担う人材の確保と育成を推進します。 

 

３ 包括的な福祉サービス提供の仕組みづくり 

多様で複合的な地域生活課題を抱える世帯の「くらし」と「しごと」

を包括的に支援していくために、部局横断的な庁内連携体制を図り、

課題解決に向けた方策を協議していきます。 

 これまでの福祉サービスは、介護、障がい福祉、児童福祉、生活保

護など対象者のリスク別の制度が発展し、必要な専門的支援を提供し

てきました。一方、制度の狭間の課題や複雑化・多様化した地域生活

課題、さらには生きづらさによる自殺の問題は、特定の分野だけでは

解決が困難なケースもあります。地域生活課題を包括的に受け止め、

関係機関や分野を越えた庁内連携で包括的な支援を推進します。 

  

６．主な見直し箇所 

前計画（第３期地域福祉計画）を踏まえつつ、法改正後の「地域福

祉計画の策定ガイドライン」に示された「市町村地域福祉計画に盛り

込むべき事項」に基づき施策の基本方向を追加し、計画の推進方策と

して包括的な支援体制による事業の推進を盛り込みました。 

【新たに加筆した主な事項】 

・第４章３-２-(３)：高齢者、障がい者、児童に対する虐待への統一

的な対応や、家庭内で虐待を行った擁護者又は保護者が抱えている

課題にも着目した支援の在り方 

・第４章３ｰ２ｰ(４)：保健医療、福祉等の支援を必要とする犯罪をし

た者への社会復帰支援の在り方 

・第４章３ｰ２ｰ(５)：自殺対策の効果的な展開や支援の在り方 

【包括的な支援体制による事業の推進】 

・第５章２：奥州市重層的支援体制整備事業による事業推進に向けて、

包括的な相談支援体制の構築に向けた多機関協働推進員の配置、地

域福祉コーディネーターの配置による参加支援、アウトリーチ等を

通じた継続的支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施 

 

第４期奥州市地域福祉計画（令和８度～令和 12 度）概要 



 

「 共に支え合う 、 健康で安心し て暮ら せる ま ちづく り 」

施策の基本方向 施策の方向 主要な施策

基本理念

・ 見守り 支援事業

・ 地域セーフ ティ ネッ ト 会議

・ 地域ケア会議

・ 住民主体の支え合い活動

・ 住民支援に関する 研修会等の実施

・ 支え合い活動と 介護サービス 等の連携推進

・ 支援者間の情報共有の推進

・ 情報共有時の個人情報の取扱基準の策定

・ 住民が気軽に利用でき る 施設整備の促進

・ 住民主体の身近な圏域での活動の推進

・ ま ちづく り に関連する 補助事業の活用

・ 都市計画に関連する 補助事業の活用

・ 包括的な支援体制の整備

・ 相談し やすい相談窓口の設置

・ 就労・ 住居の確保等

・ 地域における 包摂の推進

・ 自殺対策推進のためのネッ ト ワ ーク の強化

・ 高齢者や働き 盛り 年代等への支援

・ 地域セーフ ティ ネッ ト 会議

・ 意欲がある 若者の発掘、 研修会の開催

・ フ ァ ミ リ ーサポート センタ ー事業

・ 地域セーフ ティ ネッ ト 会議

・ 介護・ 福祉・ 保育専門職の養成支援

・ 現場における 働き 方改革の推進

・ 権利擁護に関する 制度の周知と 理解の促進

・ 成年後見制度等のサービス 利用の支援

・ アウ ト リ ーチ（ 訪問型支援） の推進

・ 庁内関係各課と 相談支援事業者と の連携

・ 見守り 体制の充実・ 強化と 環境整備の推進

・ 各分野における 事業の連携

福祉サービス 事業所が、 サービス 評価の必要性を理解し 、 積極的に第三者評価

を受審する よ う に普及啓発の取り 組みを推進し ま す。

様々な年代が生き 生き と 活動でき る 環境をつく り 、 地域福祉活動を推進する

リ ーダーやコ ーディ ネータ ーなど の育成を推進し ま す。

地域住民が参加する 世代間交流等を行い、 顔の見える 関係をつく る こ と で、 気

にかかる 家庭を早期に発見でき る よ う に支援し ま す。

福祉関連のサービス を担う 人材の育成・ 確保に向けた施策を推進する と と も

に、 働き 方改革を推進し ま す。

支援が必要になっても 住み慣れた地域で安心し て暮ら し 続ける こ と ができ る よ

う 、 制度利用を円滑に進める ための体制整備や情報提供等を進めま す。

相談者の課題と 支援に向けたニーズを整理し 、 利用可能な福祉サービス につな

げ、 庁内関係各課と 相談支援事業者と が連携を図り ながら 支援し ま す。

包括的に支援し ていく ため、 部局横断的な庁内連携体制と し て関係課の情報共

有を図る 連絡会議等を開催し 、 課題解決に向けた方策を協議し ま す。

・ 避難行動要支援者名簿の定期更新

・ 地域セーフ ティ ネッ ト 会議

・ 奥州市都市再生整備計画等の取組の推進

・ 福祉ニーズの確認と 支援体制の構築

・ 新規事業の参入を促す情報発信

・ みま も り おーネッ ト の活用

・ 住民を支える 市社会福祉協議会の支援

・ 地域の福祉ニーズ等に関する 情報交換会

・ ボラ ンティ ア活動の情報提供と マッ チング

・ と も に課題解決に取り 組む「 伴走型」 支援

・ 地域住民を対象と し た各種制度の説明

・ 福祉的意識の醸成、 活動と 福祉教育の充実

・ パンフ レ ッ ト やＳ Ｎ Ｓ 等によ る 情報発信

・ 関係各課と 関係機関の連携体制の構築

・ 職員研修等によ る 従事者の資質向上

・ 関係者を対象と し たス キルアッ プ支援

・ サービス 評価の必要性理解及び受審促進

・ 福祉サービス や評価結果等の情報発信

福祉懇談会や各種制度説明会に、 多く の住民が参加する こ と で活発な意見交換

が行われる こ と を期待し て、 参加を促すはたら き かけを行いま す。

誰も 自殺に追い込ま れる こ と のないよ う に、 『 奥州市自殺対策計画』 にも と づく 全庁的な取

組と し て、 「 生き る こ と の包括的な支援」 の充実が必要と さ れていま す。

住民が生活課題を抱えたと き に支援につながる よ う に、 各担当部署は、 必要な情報提供と 住

民が相談し やすい雰囲気づく り に努める 必要があり ま す。

住民から の複雑化・ 多様化し ている 相談内容に対応でき る よ う 、 担当する 社会福祉従事者の

相談援助技術や適切な支援につなげる コ ーディ ネート 技術の向上が求めら れていま す。

相談し やすい相談窓口と 制度横断的に課題解決を図る 包括的な体制、 課題把

握、 必要な時に必要な支援が届けら れる 体制をつく り ま す。

犯罪をし た者等が、 円滑に社会の一員と し て復帰する こ と ができ 、 安心し て暮

ら せる 社会の実現のため、 再犯の防止等に関する 施策に取り 組みま す。

全国的な施策と 、 奥州市の実態を踏ま えて実施する 「 重点施策」 について、 庁

内及び地域の関係機関が連携し て自殺対策の推進に取り 組みま す。

複合的な生活課題を抱える 世帯の相談についても 、 ど こ の窓口においても 適切

な支援につなげて住民が安心し て相談でき る 体制を構築し ま す。

地域生活課題と 福祉ニーズの複雑化・ 多様化に対し て、 制度や事業ごと ではな

く 、 分野横断的かつ包括的な相談と 支援体制の構築を推進し ま す。

福祉サービス の評価の結果が開示さ れる こ と は、 利用者や家族がサービス の選択の幅を広げ

る こ と につながる ため、 第三者評価の取り 組みを促進する 必要があり ま す。

近隣者やご近所福祉ス タ ッ フ が中心と なり 、 地域の見守り 体制の充実・ 強化を

図り ま す。 ま た、 市が取り 組んでいる 見守り 支援事業を推進し ま す。

課題解決に向け取り 組むよ う な場づく り や意識の醸成、 住民組織によ る 新し い

福祉サービス の実施など 、 市社会福祉協議会が中心と なって支援し ま す。

その人ら し い生き 方や生き がいにつながる よ う に、 住民主体の生活支援活動、

地域と 交流でき る 機会づく り を支援し ま す。

支援が必要な世帯に対する 見守り やサービス につなげる ための体制づく り 、 地

域が主体と なり 解決し ていく 仕組みづく り と 住民参加を呼びかけま す。

地域セーフ ティ ネッ ト 会議を基盤と し た圏域で地域住民の主体的活動を促進し

ま す。 誰でも いつでも 利用でき る 地域の居場所づく り を進めま す。

福祉分野に限ら ず、 自治会やコ ミ ュ ニティ 関係等ま ちづく り 、 都市計画の推進

に関連する 補助金等の活用を検討し ま す。

賃金水準が低調である こ と や業務の多忙さ など によ り 人材の確保が難し い事態と なっている

こ と から 、 福祉従事者の成り 手不足の解消が課題と なっていま す。

成年後見制度、 日常生活自立支援事業等を必要と する 方が増える 一方で、 制度が十分に理解

さ れていないこ と や制度を利用する 際の手続き が複雑なこ と が課題と なっていま す。

生活し ていく 上で生じ る 地域生活課題に対し て、 「 く ら し 」 と 「 し ごと 」 全般の関係機関や

分野を越えた庁内連携によ る 包括的な支援が必要です。

多様で複合的な地域生活課題を抱える 世帯を包括的に支援し ていく ため、 福祉、 保健、 医療

の関係課、 福祉分野以外のま ちづく り に関連し た全庁的な連携が必要です。

制度の狭間や深刻な生活課題を抱える 世帯に対し て、 専門機関や専門職員によ る 定期的な訪

問と 同行支援を行う など 、 地域の見守り と 両輪で支援し ていく 必要があり ま す。

地域共生社会の実現に向けて、 誰も が安心し て住み慣れた地域で暮ら し ていく ために、 新た

な被害者を生ま ない地域づく り 、 誰一人取り 残さ ない取り 組みが必要です。

様々な地域生活課題に対応する ため、 民間事業所が取り 組む新規事業や持続可能性の高いイ

ンフ ォ ーマルな福祉サービス など の新し い社会資源の開発と 活用が求めら れていま す。

社会福祉法人が地域社会の一員と し て、 制度の枠を超えた福祉サービス の担い手と し て、 地

域に暮ら す住民を支える こ と が課題と なっていま す。

ボラ ンティ アを始めたい人、 新たに参画し よ う と する 人や団体への支援に取り 組み、 ボラ ン

ティ ア活動をはじ めと する 社会福祉活動の普及と 発展に尽力する 必要があり ま す。

幼少期から 地域と 係わる こ と や教育機関において福祉教育を充実さ せる こ と によ り 、 福祉に

触れる 機会を多く 提供し 、 福祉的意識の醸成と 主体性を図る 必要があり ま す。

地域福祉を支える 一部の役職への負担が偏ったも のになら ないよ う に、 必要な環境整備を進

め、 活動の充実につなげる 必要があり ま す。

地域住民が若い世代と 接点を持つ機会が少なく 、 考え方や困り ごと を知る 機会が少ないた

め、 生活課題を抱える 若い世代への支援につながり にく いこ と が課題です。

災害時に機能する 体制を構築する ために、 市は市社会福祉協議会、 民生児童委

員、 地域の福祉関係者、 自主防災組織等と の連携強化を進めま す。

地域セーフ ティ ネッ ト 会議など を活用し て地域の福祉ニーズや情報を把握し 、

移動支援を地域住民が中心と なり 検討し ていき ま す。

地域福祉を目的と する 多様な新規サービス の振興と 参入を促進し 、 公的福祉

サービス と の連携、 民間事業所が参入し やすい環境整備を図り ま す。

市社会福祉協議会によ る 社会福祉法人同士の情報交換や連携体制の整備、 市は

地域の福祉活動の中心と なる 施設や事業の活動を支援し ま す。

ボラ ンティ アに関心を持った人を活動につなぐ よ う 、 情報をわかり やすく 発信

し 、 行動に移し やすい環境整備に努めま す。

現状と 課題

生活課題の早期発見や解決のため、 日常的な見守り や声掛けが行われていま す。 生活課題を

情報共有する 場がない場合など 、 地域での支援体制の充実・ 強化が課題です。

買い物、 通院、 除雪など の困り ごと の解決には、 既存の福祉サービス に加え、 地域住民の支

え合い活動の充実に向けて、 協力者の確保や支え合いの仕組みづく り が必要です。

高齢者の身内や近隣と の関わり あいの希望に対し て、 身近な人と の関わり 合いを深め、 その

人ら し い生き 方や生き がいにつながる 環境づく り が課題と なっていま す。

支援を必要と する 世帯の把握や必要な支援につながり にく い状況がある 中、 個人情報保護や

プラ イ バシーに配慮し つつ、 情報の共有を図る こ と が課題です。

地域生活課題の早期発見と 適切な対応を行う ため、 誰でも 気軽に立ち寄り 交流を図る こ と が

でき る 居場所を住民に身近な圏域の中で設置する 必要があり ま す。

地域住民が主体的に地域生活課題を解決し ていく ため、 福祉分野に限ら ない有効活用でき る

財源の検討と 事業の効果・ 効率の向上を図る 必要があり ま す。

避難行動要支援者が安全に避難でき る よ う に、 地域の福祉関係者と 自主防災組織と の連携強

化によ り 、 平常時から の見守り や避難支援体制の構築が課題です。

公共交通や流通機能の弱体化が進みむ中、 移動困難者が、 安心し て地域生活を送れる よ う

に、 各地域の状況に応じ た移動支援の対策が必要と さ れていま す。

２ ．

福祉を支える 組

織づく り ・ 人づ

く り

３ －３ ． 必要な

サービス につなげ

る 体制づく り

( 1)  住民に身近な相談支援体制

の整備

( 2)  適切なサービス 利用につな

げる 仕組みづく り

３ －１ ． 権利擁護

の推進に向けた仕

組みづく り

( 1)  権利擁護に関連する 制度や

事業の周知と 利用支援

３ －２ ． 包括的な

支援の体制づく り

( 1)  制度の垣根を越えた包括的

な支援体制

( 2)  課題を抱える 世帯の支援に

向けた全庁的な支援体制

３ ．

包括的な福祉

サービス 提供の

仕組みづく り

( 3)  利用者のサービス 選択を確

保する 体制づく り

( 3)  制度の狭間の問題を見逃さ

ない支援体制

( 4)  再犯防止の推進

( 5)  自殺対策の推進

( 3)  地域における 社会福祉活動

の推進

２ －３ ． 地域福祉

を支える 人材の育

成

( 1)  みんなで地域を創っていく

意識醸成と 住民主体の活動推進

( 2)  地域を担う 人材の育成

( 3)  子ど も の育ちを地域で支え

る 仕組みづく り

( 4)  福祉従事者の育成・ 確保に

向けた仕組みづく り

２ －１ ． 移動困難

者の支援の仕組み

づく り

( 1)  移動困難者の支援の仕組み

づく り

２ －２ ． 地域福祉

を支える 地域団体

の活動の推進

( 1)  新規事業の参入を促進さ せ

る 支援体制

( 2)  社会福祉法人の地域での活

躍を促進さ せる 体制整備

１ －２ ． 地域住民

を主体と し た地域

福祉活動の推進

( 1)  地域福祉活動の拠点づく り

( 2)  地域福祉活動に向けた財源

確保

( 3)  災害発生時の避難支援体制

の整備と 日常的な見守り 支援

第４ 期計画奥州市地域福祉計画　 体系図 

基本方針

( 1)  地域の見守り 体制の充実・

強化

( 2)  日常生活を支え合う 仕組み

づく り

１ －1．  地域住民

相互によ る 地域社

会全体での包括的

な支え合いの推進

１ ．

福祉で安心・ 安

全な地域づく り

( 3)  地域住民と の関わり を維持

する 暮ら し の仕組みづく り

( 4)  助け合いを醸成する 情報共

有・ 情報発信


